
［参考］ １－１～３

印鑑登録証明書等関連資料
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市町村における印鑑登録証の発行状況等
（平成１２年３月３１日現在）

※平成１２年４月１９日「印鑑登録証明事務に関する調」（自治省振興課）による。

１．印鑑登録を受けている者の数 ７、４６０万人（うち住基台帳記載人口６，８４０万人）

２．平成１１年度中に印鑑登録を受けた者 ６１０万人（うち住基台帳記載人口 ５４０万人）

４．平成１１年度中の印鑑登録証明証数 ６，４９０万通

３．印鑑登録証交付手数料 無料 １，３７５団体（４２．３％）
300円 ８１５団体（２５．１％）
200円 ７３０団体（２２．４％）
100円 ６７団体（ ２．１％）
500円 ４８団体（ １．５％）
その他にも 50円(26団体） から 1,000円(1団体)まで２１７団体が有料
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住基カードの印鑑登録証（登録者識別カード）としての利用

①住基カードの印鑑登録証としての利用

・印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードの交付に代えて利用する。

※印鑑登録者識別カードとは、印鑑登録者を識別するための磁気又はＩＣカードのこと。

②住基カードの券面に印鑑登録番号を記載する場合

・印鑑登録証である住基カードを提示し、カードの基本領域に設定された暗証番号を
照合し、印鑑登録証明書の交付を受ける。

・基本領域の暗証番号が照合できないと、印鑑登録証明書の交付を受けることがで
きない。

③住基カードの条例利用領域又は磁気テープを利用する場合

・印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードである住基カードを提示し、カードの条例利
用領域に設定された暗証番号を照合し、印鑑登録証明書の交付を受ける。

・条例利用領域の暗証番号が照合できないと、印鑑登録証明書の交付を受けること
ができない。

《印鑑登録事務処理要領より》
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住基カードの住民票等の交付への利用

①請求者識別カードに住基カードの条例利用領域又は磁気テープを利用する場合

・ 住基カード及条例利用領域に設定された請求者暗証番号を照合し、自動交付機
による住民票の写し等の交付を受ける。

※ 請求者識別カードとは、自動交付機により請求者を識別するための磁気又はＩＣカードのこと。

②広域交付住民票の交付申請に住基カードを利用する場合

・ 住基カードを提示し、カードの基本領域に設定された暗証番号を照合し、交付を
受ける。

・ 基本領域の暗証番号が照合できないと交付を受けることができない。

・ 本人以外の者による請求については、本人と同一世帯に属する者が本人の住基
カードを提示し、代理権を授与等がなされていることを暗証番号により照合し、交付
を受ける。

《住民基本台帳事務処理要領より》
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証明書自動交付機の導入等関する経費イメージ

既存住基システムの改修
カード管理システム構築
中間サーバ設定（データ、印影登録等）
自動交付機設定（帳票修正等）

 中間サーバ

自動交付機

ＳＥ作業等経費

2,000万円程度

（・人口規模１０万人、・既存住基と
自動交付機が同じメーカー、
・住民票・印鑑証明のみを発行）

800～1,000万円程度

維持管理経費

１００万円程度

交付機購入費

既存住基
と接続

500万円程度

（中間ｻｰﾊﾞ新規構築の場合は
800～1,700万円程度）

設置場所により、設置工事、専用
線施設、監視カメラ等の経費(数
百万円)に加え、基礎工事、屋外
ブース工事、空調工事などが必
要となる。

５年ﾘｰｽでは
200～250万円/年程度

300～
350
万円/年

未定稿

交付機台数増加に伴う経費は微増
（当初導入時に発生する経費）

※住基ネット用中間サーバを自
動交付機等の用途に利用する
ことも可能

 ＩＣカ－ド標準システム
（基本システム）
※磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ利用の場合は
不要

既存住記システム

中間サーバハードウェア
パッケージソフトウェア費

ハードウェア、
ソフトウェア費

年平均８００～１０００万円
（５年間で４０００万円）

１台当たり

３台導入だと年１台当たり
４５０～６００万円

IC多目的利用用と
して約1,000万円 交付機１５台程度

まで１台で対応可
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印鑑登録証・証明書自動交付機に住民基本台帳カード
を導入することに関連するベネフィットのイメージ

職 員 側 住 民 側

○ 業務処理時間の短縮
→人件費削減

○ ペーパーレス

○ 審査・確認事務への時間の確保

○ 待ち時間短縮

○ サービス利用可能時間の延長

○ アクセスポイントの増加

○ 役所等への訪問手間の削減

○ 市区町村カードのワンカード化○ 住民へのカードのワンカード化

○ 公的個人認証サービス電子申
請の利用

○ 公的身分証明証として民間利用
(写真付き)

○ 市町村独自利用への活用

○ 市町村独自利用への活用

自
動
交
付
機
利
用

住
基
カ
ー
ド
に

付
随
す
る
機
能

○ 公的個人認証サービス（電子申請
(署名検証)等）の利用

利
用
の
高
度
化

○ 厳格な本人確認の向上

○ 広域交付、付記転出入での利用
○ 住基ネット情報提供システムで
の活用
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